
「差別のない・人権のまち」を目指して「差別のない・人権のまち」を目指して
～一人ひとりの人権が真に尊重される小郡市の実現を目指して～

同和問題市民講演会

ちょっと気になる七夕人権考
★

座

校区人権問題啓発推進委員会（人権推）

小郡市人権・同和教育研究協議会（市同研）

不登校を考える学習会

小郡市・三井郡部落史研究会（部落史研）

   福岡県は、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題
の解決を目指して、７月を「同和問題啓発強調月間」と
定め、あらゆる取り組みを展開しています。それにあわ
せて小郡市では、毎年、同和問題市民講演会を開催して
います。７月に講演会を開催予定ですので、市民の皆様
の参加をお願いします。
　同和問題や様々な人権問題について正しい知識を持ち、
差別をなくすために行動できるひとりになりましょう。

　「差別のない明るい小郡市」を実現するために、七

夕人権考
★

座を開催します。

　部落差別をはじめとする様々な人権課題を取り上げ、

その解決に向けて一人ひとりがどのように行動してい

けば良いのかを考えていきます。

　今年度も、市内各所にて開催予定ですので、ぜひご

参加ください。

　校区人権推の目的は、すべての人の人権を守り、あ
らゆる差別をなくす活動を展開し、住みよい明るい地
域をつくることです。
　それぞれの校区で、各機関・団体（区長会・民生委
員児童委員協議会・自治公民館・ＰＴＡ役員等）の方
たちで、地域独自の人権・同和問題について正しい理
解と認識を深めるために、講演会や視察研修など、地
域独自の活動を行っています。

　市同研は１９８１年に、部落差別をはじめとするあらゆる差別

からの解放をめざす「同和」教育の正しい理解と実践について、

研究推進することを目的に設立されました。

 「差別の現実から深く学ぶ」ことを大切に、豊かな出会いとつな

がりを通して、一人ひとりが大切にされる「人権のまち小郡」を

めざしていきます。そのために、課題を明らかにし、実践を通し

て人権課題の解決をめざす教育及び啓発活動に取り組んでいます。

　突然子どもが不登校になったら、私たち大人は

どのように対応すれば良いのでしょうか。

　不登校を考える学習会を開催し、子どもたちを

取り巻く現代社会の状況を学習したり、参加者で

話し合ったりしています。また、子どものときに

不登校を経験した方から話を聞く内容もあります。

私たち大人ができる事を一緒に考えていきましょ

う。

　部落史研では、講師を招いての学習会や研究集

会への参加、研修資料の配布、フィールドワークな

どの活動をしています。

　それらを通して、会員一人ひとりのみなさんが

部落史や部落問題に興味・関心をもって、主体的に

学ぶことを大切に取り組んでいます。

※今年の総会は５月１５日(土)に開催予定です

一昨年の講師の橋本大二郎さん

小郡市「人権のまちづくり」小郡市「人権のまちづくり」小郡市『人権のまちづくり』

『人権のまちづくり』の３原則
◎差別の現実に根ざす　
　校区に住む人々の人権状況から出発していくこと

◎豊かな関係作り
　「出会い」や「つながり」を大切にしていくこと

◎住民参加
　地域住民を活動の主体としていくこと

　部落差別をはじめとする、あらゆる差別の解消に向けて、学校と地域と家庭そして行政が連携して、
中学校区単位で、「人権のまちづくり」の取り組みを進めています。
　すべての人が豊かにつながった「生きがい」「学びがい」「働きがい」を実感できる優しいまちづくりを
目指します。

地域住民の皆さんが活動の主体です
『人権のまちづくり』へ、どうぞご参加ください

“人権のまちづくり”

赤ちゃん
ふれあい体験

人権フェスタ・
リバティフェスタ

高齢者のため
のサロン

教育条件整備に
向けた署名活動

職場体験学習まなざし
ネットワーク

学び場支援事業

・小学校ＢＢクラブ
・中学校チューター

教育フォーラム

安全安心
マップ作り

校区パトロール

人権研修会・
講演会

問合せ先　人権・同和教育課　TEL 72-2111（内線532）

様々な活動が
各校区で行われています

学び場支援事業
　学び場支援事業は、進路保障につながる生きる力として「基礎基本の力」と「自学自習の力」を、子ど
もたちが身につけることをねらいとしています。
　この事業では、異学年の子ども同士のつながりや地域の人たちがスタッフとして関わっていること
で、子どもと大人、大人同士のつながりも生まれています。子どもたちは見守られている安心感を持
ち、自尊感情が育まれています。それは、『人権のまちづくり』が目指す姿の一つでもあります。
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小郡市「人権のまちづくり」小郡市「人権のまちづくり」小郡市『人権のまちづくり』

『人権のまちづくり』の３原則
◎差別の現実に根ざす　
　校区に住む人々の人権状況から出発していくこと

◎豊かな関係作り
　「出会い」や「つながり」を大切にしていくこと

◎住民参加
　地域住民を活動の主体としていくこと

　部落差別をはじめとする、あらゆる差別の解消に向けて、学校と地域と家庭そして行政が連携して、
中学校区単位で、「人権のまちづくり」の取り組みを進めています。
　すべての人が豊かにつながった「生きがい」「学びがい」「働きがい」を実感できる優しいまちづくりを
目指します。

地域住民の皆さんが活動の主体です
『人権のまちづくり』へ、どうぞご参加ください

“人権のまちづくり”

赤ちゃん
ふれあい体験

人権フェスタ・
リバティフェスタ

高齢者のため
のサロン

教育条件整備に
向けた署名活動

職場体験学習まなざし
ネットワーク

学び場支援事業

・小学校ＢＢクラブ
・中学校チューター

教育フォーラム

安全安心
マップ作り

校区パトロール

人権研修会・
講演会

問合せ先　人権・同和教育課　TEL 72-2111（内線532）

様々な活動が
各校区で行われています

学び場支援事業
　学び場支援事業は、進路保障につながる生きる力として「基礎基本の力」と「自学自習の力」を、子ど
もたちが身につけることをねらいとしています。
　この事業では、異学年の子ども同士のつながりや地域の人たちがスタッフとして関わっていること
で、子どもと大人、大人同士のつながりも生まれています。子どもたちは見守られている安心感を持
ち、自尊感情が育まれています。それは、『人権のまちづくり』が目指す姿の一つでもあります。
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■講座の開催

※ご利用になりたい方は、事前に手続き
　が必要ですので人権センターまでご連
　絡ください。

■所　在　地　〒838-0141　小郡市小郡２９６
■電話＆ＦＡＸ　０９４２－８０－１０８０（直通）
■（Eメール）  dotai@city.ogori.lg.jp
■（ホームページ） http://www.city.ogori.fukuoka.jp/
【ホーム＞学ぶ・スポーツ・人権＞人権教育啓発センター】

　人権センターでは様々な人権問題をテーマに公開講座を開催しています。一人でも多くの方に人
権侵害や差別の実態、当事者の思いを知っていただくことが、人権を大切にすることにつながると
考えています。これからも、人権センター通信（市内全戸配布）や広報紙等でご案内しますので、
ぜひご参加ください！

■啓発用視聴覚教材（ビデオ、ＤＶＤ）・図書の貸出し
　個人や各団体、各職場での人権学習教材として、様々な人権テーマの視聴覚教材
（ビデオ・ＤＶＤ）と図書を揃えています。
　※詳しくは、市のホームページ（人権教育啓発センター）をご覧ください。

■人権相談を行っています！
　人権問題について悩みや疑問をお持ちの方は人権センターへおいで下さい。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。

■人権研修会等に利用できます！
　人権センターには下記のような会議室や展示室があり、日頃から地域の方々や人権に関係する各
種団体の方々が集まって、会合や研修、人権のまちづくりの取り組みなどに利用されています。マ
イクセットやプロジェクター、スクリーン等もありますので、人権研修会等にご利用ください。
【情報室（１階）】人権関係の知識や学習を深める図書やビデオ・ＤＶＤあり、視聴可能
【展示室（２階）】人権関係の資料や写真、パネル等の展示、
　　　　　　　　　小郡市名誉市民の上杉佐一郎さんの書斎を復元したコーナーあり
【大集会室（１階）】最も広い部屋でステージもあり、１００人程度収容可能
【談 話 室（２階）】４２畳の和室で５０人程度収容可能
【小会議室（２階）】２０人程度までの会議等に使用可能

　“２１世紀は人権の世紀”と言われ、その実現に向け平成１２年に「人権教育及
び人権啓発の推進に関する法律」が制定されました。小郡市においても「人権のま
ち・小郡」を目指して、これまで様々な取り組みを行ってきました。その一つとし
て、人権に関する様々な情報を収集・発信しながら、行政だけでなく地域の皆さん
とともに、さらに取り組みを進めていく場として「小郡市人権教育啓発センター」
が設置されました。人権センターの施設と主な取り組みをご紹介します。

小
郡
市
役
所

国道500号

〒小郡郵便局

人権センター

七
夕
通
り

小郡市人権教育啓発センター

駐車場

小郡市人権教育啓発センター

【特設人権相談】 毎月１回人権擁護委員が相談に応じています。
　　　　　　　　 原則として、毎月第３金曜日（1３:００～1６:００）
【センター職員による人権相談】 随時受け付けております。

展示室 情報室
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古代体験してみませんか？
―小郡市埋蔵文化財調査センターの各種催し―

　小郡市埋蔵文化財調査センター（古代体験館おごおり）では、小郡
市の歴史に関するさまざまな情報の発信と、催しを行っています。

　各イベントの具体的な日程、要項などは埋蔵文化財調査センター HP、市広報でお知ら
せしています。くわしくは

小郡市埋蔵文化財調査センター（古代体験館おごおり）

　地域の歴史を身近に感じ、小郡の歴史・文化財への関心を深めてもらうため、コミュニティ
センターへの出前講座や、ボランティアが案内する史跡めぐりハイキングを行っています。

 　小郡市と九州各地の関わりを学べる、考古学・歴史学の講座を開いています。また、セン
ター展示室ではさまざまなテーマで特別展を開催しています。

 　古代の技術を体験する「ものつくり講座」を行っています。
　［開催時期］①７月下旬〜８月　②12月〜１月（予定）
　［内　　容］勾玉・石庖丁・印鑑・土笛・須恵器など

 　小・中学生を対象に、小郡市の歴史や文化を調べた作品を募集しています。
　［募集時期］7月下旬〜 9月上旬（予定）
　［表　　彰］大賞・優秀賞・佳作を選び、2022年1月（予定）に表彰式を行います
　　　　　　　＊応募者には参加賞を差し上げます

　小郡市の歴史や文化を知ってもらうため「小郡ふるさと歴史検定」を実施します。
　［開催時期］①2021年８月　②12月（予定）
　［検定問題］『ふるさと小郡のあゆみ』改訂版から50問を出題します。
　［募集定員］小・中学生編60名、オープン一般編60名（予定）
　　　　　　　＊受検料は無料、受検者には参加賞を差し上げます

 〇行ってみよう！出前講座・史跡めぐりハイキング〇

 〇聞いてみよう！考古学/歴史学講座・特別展〇

 〇やってみよう！ものつくり講座〇

 〇めざせ！小郡ジュニア歴史博士〇

 〇挑戦しよう！小郡ふるさと歴史検定〇

■講座の開催

※ご利用になりたい方は、事前に手続き
　が必要ですので人権センターまでご連
　絡ください。

■所　在　地　〒838-0141　小郡市小郡２９６
■電話＆ＦＡＸ　０９４２－８０－１０８０（直通）
■（Eメール）  dotai@city.ogori.lg.jp
■（ホームページ） http://www.city.ogori.fukuoka.jp/
【ホーム＞学ぶ・スポーツ・人権＞人権教育啓発センター】

　人権センターでは様々な人権問題をテーマに公開講座を開催しています。一人でも多くの方に人
権侵害や差別の実態、当事者の思いを知っていただくことが、人権を大切にすることにつながると
考えています。これからも、人権センター通信（市内全戸配布）や広報紙等でご案内しますので、
ぜひご参加ください！

■啓発用視聴覚教材（ビデオ、ＤＶＤ）・図書の貸出し
　個人や各団体、各職場での人権学習教材として、様々な人権テーマの視聴覚教材
（ビデオ・ＤＶＤ）と図書を揃えています。
　※詳しくは、市のホームページ（人権教育啓発センター）をご覧ください。

■人権相談を行っています！
　人権問題について悩みや疑問をお持ちの方は人権センターへおいで下さい。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。

■人権研修会等に利用できます！
　人権センターには下記のような会議室や展示室があり、日頃から地域の方々や人権に関係する各
種団体の方々が集まって、会合や研修、人権のまちづくりの取り組みなどに利用されています。マ
イクセットやプロジェクター、スクリーン等もありますので、人権研修会等にご利用ください。
【情報室（１階）】人権関係の知識や学習を深める図書やビデオ・ＤＶＤあり、視聴可能
【展示室（２階）】人権関係の資料や写真、パネル等の展示、
　　　　　　　　　小郡市名誉市民の上杉佐一郎さんの書斎を復元したコーナーあり
【大集会室（１階）】最も広い部屋でステージもあり、１００人程度収容可能
【談 話 室（２階）】４２畳の和室で５０人程度収容可能
【小会議室（２階）】２０人程度までの会議等に使用可能

　“２１世紀は人権の世紀”と言われ、その実現に向け平成１２年に「人権教育及
び人権啓発の推進に関する法律」が制定されました。小郡市においても「人権のま
ち・小郡」を目指して、これまで様々な取り組みを行ってきました。その一つとし
て、人権に関する様々な情報を収集・発信しながら、行政だけでなく地域の皆さん
とともに、さらに取り組みを進めていく場として「小郡市人権教育啓発センター」
が設置されました。人権センターの施設と主な取り組みをご紹介します。
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小郡市人権教育啓発センター

駐車場

小郡市人権教育啓発センター

【特設人権相談】 毎月１回人権擁護委員が相談に応じています。
　　　　　　　　 原則として、毎月第３金曜日（1３:００～1６:００）
【センター職員による人権相談】 随時受け付けております。

展示室 情報室

埋文キャラクター
「つこっコ」

〒838-0106　小郡市三沢5147-3　☎75-7555/Fax75-2777
　http://www.kodaitaiken-ogori.jp/
　西鉄三国が丘駅から西へ徒歩10分
　開館時間：9:00 〜16:30　休館日：毎月第３日・月曜日、年末年始
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問合せ先　健康課（小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」内）小郡市二森１１６７－１
　　　　　 TEL 72-6666
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種　　類 対象者 内　　　容 担　当

ようこそ赤ちゃん教室
〜赤ちゃんを迎え
る家族の教室〜

妊娠中の方と
その家族

妊娠中の栄養、おすすめの絵本の紹
介、お産の経過、マタニティストレッ
チ、子育て講話、新生児の扱い方な
ど

助産師、保健師、
栄養士、図書館
司書

離乳食教室
５か月〜１歳
児とその家族

離乳食の進め方についての講話、調
理実習、試食（保護者のみ）、個別
相談、体重測定など

栄養士、保育士、
保健師

種　　類 対象者 内　　　容

食生活改善推進員
養成講座

市内在住で、受講
修了後に食生活改
善推進員として活
動できる人

「食生活改善推進員」を養成する教室です。食生活
に関する正しい知識を学び、自分や家族、地域の健
康づくりをすすめるために必要な知識を学習します。
＊年1回１０日間コース（予定）
＊参加費無料（ただしテキスト代2,000円程度は個
人負担）

健康クッキング 市民
健康講話、減塩や野菜をたくさん使ったクッキング
＊年間7回ほど
＊参加費500円

食の啓発コーナー
（あすてらす）

どなたでも

食に関する情報の掲示、レシピ配布、塩分測定、小
郡市健康を守る母の会の活動紹介など
＊毎週月〜金曜日（午前10時〜午後4時まで）
＊土曜日・日曜日・祝日・あすてらす休館日の毎週
水曜日（祝日にあたるときはその翌木曜日）はお休み

★母子健康教室

★小郡市健康を守る母の会（食生活改善推進員）
「食生活改善推進員」とは、食生活の改善を通した地域の健康づくり活動を行うボランティア団体です。

 　小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」で行われている、健康に関する教室をご紹介します。

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、一部変更する場合もございます。
※詳細は広報やホームページなどでご確認ください。

★「あすてらす」トレーニング室・健康増進プール
トレーニング室では、様々な運動のレッスンを実施しています。
健康増進プールは歩行専用で、ご自分のペースで利用できます。
※レッスンの内容・スケジュール・利用時間・料金はホームページなどでご確認ください。

健康に関する教室



問合せ先　健康課（小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」内）小郡市二森１１６７－１
　　　　　 TEL 72-6666

問合せ先
総務広報課 男女共同参画推進室　TEL 72-2111（内線222）

国際理解講座国際理解講座

　市民の皆さんに外国の文化を身近に感じてもらうため
に、日本に住む外国人の方を講師に迎え、国際理解講座
を開催しています。講師の出身国での暮らしや文化、日
本との違いなどを紹介してもらいます。

　講座の詳細は、広報おごおりやホームページでお知ら
せします。

　小郡市では、すべての人々が互いの多様な文化を認め合い、対等な関係を築き、ともに支え合う
ことのできる多文化共生のまちづくりをめざしています。

◆国際理解講座は、おごおり国際交流協会に委託し、実施しています。
おごおり国際交流協会は、国際文化交流活動を通じて市民意識の高揚と活気
あるまちづくりをめざす市民団体です。国際理解講座の他にも、日本語教室
や交流会など国際理解を深める活動をしています。
会員は随時募集しています。興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

おごおり国際交流協会事務局（総務広報課内）

＜相談窓口＞
パートナーや恋人からの暴力、ハラスメント、仕事や家庭のことで悩んでいませんか。
様々な悩みに相談員が対応します。秘密は厳守します。

※上記は全て、12月29日～1月3日を除きます
※緊急の場合は、最寄りの警察署（小郡警察署☎0942-73-0110）、または110番に連絡してください

おごおり女性ホットライン ☎092-513-7337　月～金（祝日を除く）10:00 ～ 17:00

配偶者暴力相談支援センター ☎0942-34-8111
月～金（祝日を除く）8:30 ～ 17:15

福岡県あすばる相談
ホットライン

☎092-584-1266　9:00 ～ 17:00（8/13~8/15除く）
※金曜のみ（祝日を除く）18:00 ～ 20:30も相談できます

福岡県配偶者からの
暴力相談電話

☎092-663-8724
月～金17:00 ～ 24:00 土・日・祝9:00 ～ 24:00

男性DV被害者のための相談
ホットライン

☎092-571-1462
毎週水曜・木曜17:00 ～ 20:00、毎週金曜12:00 ～ 16:00
（祝日を除く）

LGBTの方のDV被害者相談
ホットライン

☎080-2701-5461
第２火曜12:00 ～ 16:00、第４火曜17:00 ～ 20:00
（祝日を除く）
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このほかにも、「分からない」、「教えてほしい」といった
内容があれば、お尋ねください。リサイクルアドバイザーが
分かりやすくお話しします。
少人数でも構いません。一緒にごみの減量に取り組みませんか。

問合せ先
生活環境課　☎72－2111（内152・153）

●地球の話●

　小郡市には福岡県から委嘱された地球温暖化防止活
動推進員が１名います。温暖化対策に関する地域に密
着した次のような活動を行なっています。

●環境学習会等の実施（地域、サークル等を対象）
●子ども向け出前講座の実施
　（小学校、保育園、幼稚園等を対象）
●イベント等でのブース出展

　そのほか、暮らしの温暖化対策診断や、情報提供、学
習会の相談などを随時受け付けています。気軽にお尋
ねください。

地球温暖化防止活動推進員に聞こう

　小郡市から委嘱を受けた８名が活動中です。ごみを減らすためのアドバイスや分別方法について、主に小中学校や各
区の行事などで講演活動をしています。小郡市のごみの現状や、ごみの分別方法など、ごみについてわからないことは
何でもお尋ねください。

ごみ減量リサイクルアドバイザーに聞こう

　環境クラブでは市内小学校や公民館などで下記２
テーマの出前講座を行っています。

●廃油せっけん作り
　家庭で使用済みのてんぷら油などを使って石鹸を作
ります。

●ホウ酸団子作り
　ゴキブリ駆除に使
　う団子を作ります。

ご希望の際は気軽
にお申し込みくだ
さい。

おごおり環境クラブに聞こう

　今、地球が悲鳴を上げています。地球温暖化やオゾン層の破壊、森林の減少など地球規模での環境破壊が
進んでいるからです。特に地球温暖化は深刻で、今、世界中で対策が進んでいます。
　確かに、夏の猛暑や台風の大型化、大雨などの異常気象と、身近な環境の異変について肌で感じることも
多くなりました。実際に熱帯夜の日数は年々増加し、冬日の日数は減少しています。
　私たちの便利で豊かな生活は、多くの限りある資源に支えられています。少しで
も環境への負荷を軽減するために、できることから始めませんか。一人ひとりので
きることはわずかですが、みんなで取り組めば大きな効果があるはずです。
　まずは知ることから始めませんか。そして、日々の生活を地球にやさしいものへ
変えていきましょう。

◇講演の内容　　
　ごみの分別方法
　小郡市のごみの量や歴史
　３Ｒや生ごみ処理の方法について
　ごみと環境問題について　　　など

◇講演の内容　　
　・映像を使ってわかりやすく説明します（パワーポイントを使用）
　・実演（ごみを実際に分別してみる）など


